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 墨田区手数料条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改   正   案 現       行 
  

別表 

 １・２ 〔略〕 

 ３ 建築・都市計画・土木関係 
番号 事    務 名 称 額 徴収時期 

１ 
～ 
４６
の７ 

〔略〕 

   

４６
の８ 

建築基準法施行令（昭
和２５年政令第３３８
号）第１３７条の１２
第１１項の規定に基づ
く既存の建築物に対す
る制限の緩和に係る認
定の申請に対する審査 

既存建築物
の敷地と道
路との関係
の制限の緩
和に係る認
定申請手数
料 

１件につき ２８，０００円 認定申請
のとき。 

４６
の９ 

建築基準法施行令第１
３７条の１２第１２項
の規定に基づく既存の
建築物に対する制限の
緩和に係る認定の申請
に対する審査 

既存建築物
の道路内の
建築制限の
緩和に係る
認定申請手
数料 

１件につき ２８，０００円 認定申請
のとき。 

４６
の 
１０
～ 
８６ 

〔略〕 

   

 備考 
  １～１４ 〔略〕 

別表 

 １・２ 〔略〕 

 ３ 建築・都市計画・土木関係 
番号 事    務 名 称 額 徴収時期 

１ 
～ 
４６
の７ 

〔略〕 

   

４６
の８ 

建築基準法施行令（昭
和２５年政令第３３８
号）第１３７条の１２
第６項の規定に基づく
既存の建築物に対する
制限の緩和に係る認定
の申請に対する審査 

〔同左〕 〔同左〕 〔同左〕 

４６
の９ 

建築基準法施行令第１
３７条の１２第７項の
規定に基づく既存の建
築物に対する制限の緩
和に係る認定の申請に
対する審査 

〔同左〕 〔同左〕 〔同左〕 

４６
の 
１０
～ 
８６ 

〔略〕 

   

 備考 
  １～１４ 〔略〕           

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



 

 

 

※ 建築基準法施行令の一部改正（抄） 

改   正   後 改   正   前 
  

（大規模の修繕又は大規模の模様替） 

第１３７条の１２ 〔略〕 

２ 法第３条第２項の規定により法第２２条第１項又は法第６２条の規

定の適用を受けない建築物についての法第８６条の７第１項の政令で

定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建

築物における屋根以外の部分に係る全ての大規模の修繕又は大規模の

模様替とする。 

３ 法第３条第２項の規定により法第２３条の規定の適用を受けない建

築物についての法第８６条の７第１項の政令で定める範囲は、大規模

の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における外壁以外

の部分に係る全ての大規模の修繕又は大規模の模様替とする。 

４ 法第３条第２項の規定により法第２５条（外壁（延焼のおそれのあ

る部分に限る。以下この項において同じ。）に係る部分に限る。）の

規定の適用を受けない木造建築物等についての法第８６条の７第１項 

 の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、 

 当該木造建築物等における外壁以外の部分に係る全ての大規模の修繕

又は大規模の模様替とする。 

５ 法第３条第２項の規定により法第２５条（軒裏（延焼のおそれのあ

る部分に限る。）に係る部分に限る。）の規定の適用を受けない木造

建築物等についての法第８６条の７第１項の政令で定める範囲は、大

規模の修繕又は大規模の模様替については、当該木造建築物等におけ

る屋根及び外壁以外の部分に係る全ての大規模の修繕又は大規模の模

〔同左〕 

第１３７条の１２ 〔略〕 

  〔新設〕 

 

 

 

 

  〔新設〕 

 

 

 

  〔新設〕 

 

 

 

 

 

  〔新設〕 

 

 

 

 



 

 

様替とする。 

６ 法第３条第２項の規定により法第２５条（屋根に係る部分に限る。） 

 の規定の適用を受けない木造建築物等についての法第８６条の７第１

項の政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替について

は、当該木造建築物等における屋根以外の部分に係る全ての大規模の

修繕又は大規模の模様替とする。 

７～１０ 〔略〕 

１１ 法第３条第２項の規定により法第４３条第１項の規定の適用を受 

 けない建築物についての法第８６条の７第１項の政令で定める範囲は、 

 大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における当

該建築物の用途の変更（当該変更後に当該建築物の利用者の増加が見

込まれないものを除く。）を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様

替であつて、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障が

ないと認めるものとする。 

１２ 法第３条第２項の規定により法第４４条第１項の規定の適用を受 

 けない建築物についての法第８６条の７第１項の政令で定める範囲は、 

 大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における当

該建築物の形態の変更（他の建築物の利便その他周囲の環境の維持又

は向上のため必要なものを除く。）を伴わない大規模の修繕又は大規

模の模様替であつて、特定行政庁が通行上、安全上、防火上及び衛生

上支障がないと認めるものとする。 

１３・１４ 〔略〕 

 

  〔新設〕 

 

 

 

 

２～５ 〔略〕 

６ 〔同左〕 

 

 

 

 

 

 

７ 〔同左〕 

 

 

 

 

 

 

８・９ 〔略〕   

【施行日】令和７年１１月１日 


